電話交換機等の再構築に係る調査・計画策定及び調達準備支援委託
プロポーザル実施要領

１　プロポーザルの目的
[bookmark: _Hlk216799666]現在利用している電話交換機（以下「PBX」という。）の契約満了に伴う再構築に当たり、全光回線化やIP電話化といった通信基盤の技術的刷新を始め、カスタマー・ハラスメント対策（通話録音・IVR）の導入や電話交換業務委託のあり方の見直し等を図るため、現状調査及び課題分析、将来構想の策定からRFI（情報提供依頼）に向けた資料作成等の技術的支援業務について、専門的知識を有する事業者に委託することとし、当該業務を受託する事業予定者（交渉対象事業者）をプロポーザル方式により選定する。

２　業務内容
（１）件名
電話交換機等の再構築に係る調査・計画策定及び調達準備支援委託
（２）内容
　　別紙の仕様書（案）のとおり

３　提案依頼内容
（１）仕様書（案）項番４に示す委託内容に基づき、本区の実施する調査・計画策定業務全般が円滑に行われるよう、提案者が行う支援内容について、代替手段や追加提案も含めて具体的に提案すること。特に、以下の点については必ず提案に含めること。
ア　現状のアナログ・光回線混在環境からの全光回線化及びIP電話化への移行について、技術的課題や庁内ネットワークへの影響等を考慮した実現性の高い移行方式・段階的移行計画の策定手法
イ　カスタマー・ハラスメント対策（通話録音・IVR）や代表電話交換業務の自動化、ソフトフォン導入等、最新技術や先進自治体の動向を踏まえた業務改善・効率化に資する機能要件作成への支援
ウ　現状の回線利用実態や運用コストの精緻な分析に基づき、次期システムにおけるランニングコストの適正化や削減を実現するための検討手法
（２）本業務を進める上で、提案者の経験を踏まえ、想定されるリスク及びその対策方法、又はリスク回避の手法を提案すること。

４　提案限度価格
　　１４，６３０，０００円（税込）

５　参加資格
事業者が本プロポーザルに参加するための資格は次の各号を全て備えることを要件とする。応募資格を満たさない事業者に対しては、区より通知するものとする。
（１）対象業務における区での競争入札参加資格を有していること。
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。
（３）墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨総契第３８７号）に基づく指名停止を受けていないこと。
（４）墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契第１３５号）による入札参加除外措置を受けていないこと。
（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
（６）法人及びその役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、暴力団員による不　　　当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。
（７）本案件は、墨田区暴力団排除条例（平成２４年６月２９日条例第３７号）第７条に規定する暴力団関係者の関与の防止措置を講ずる対象となるため、参加予定者は「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」及び「役員等の名簿」を区長宛に提出すること。
※上記の内容について、法人名、役員の氏名、生年月日等により警視庁に確認する場合がある。
（８）事業者は、次のいずれかの制度に係る認証を受けていること。
ア　ＪＩＳ　Ｑ２７００１(ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１)
イ　プライバシーマーク
（９）実施する業務の品質を確保でき、苦情受付や紛争処理窓口を有していること。
（10）本業務を円滑に遂行できる能力を有すること。
（11）過去5年以内（令和3年度から令和7年度まで）に、国又は地方公共団体等において、同種の業務完了実績を有していること。
（12）作業予定者が、電話回線等の管理運用に係る専門的な知見を有していること。特にプロジェクトリーダーについては１０年以上の実務経験を有するか同等以上の見識を有していること。

６　スケジュール
以下のスケジュールによりプロポーザル方式で選定を実施する。なお、本スケジュールはあくまで予定であり、諸事情により変更する場合もある。
	手続等
	期日及び実施日

	公募開始による実施要領及び提案依頼書の配布
	令和８年２月２日（月）

	質問の受付期限
	令和８年2月１０日（火）午後５時

	質問に対する回答
	令和８年２月１７日（火）午後５時

	参加申込書の提出期限
	令和８年２月２４日（火）午後５時

	企画提案書等の提出期限
	令和８年２月２７日（金）午後５時

	プロポーザル審査
（実地プレゼンテーション）
	令和８年３月１１日（水）午後１時３０分から

	提案内容に係る本区からの質問通知
	令和８年３月１６日（月）午後５時

	提案内容に係る質問への回答提出期限
	令和８年３月２３日（月）午後０時

	選定結果の通知・公表
	令和８年３月下旬

	契約締結
	令和８年5月上旬



７　実施要領及び必要書類の配布
（１）配布期間
　　　令和8年２月２日（月）から令和８年２月24日（火）まで
（２）配布資料
ア　プロポーザル実施要領(本書)
イ　プロポーザル評価基準書
ウ　仕様書（案）
エ　【様式１】参加申込書
オ　【様式２】事業者概要
カ　【様式３】業務実績
キ　【様式４】反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書
ク　【様式５】質問票
ケ　【様式６】経費見積書
（３）配布方法
　　　墨田区ホームページからのダウンロードによる。
　　　URL　https://www.city.sumida.lg.jp/　

８　質問及び回答に係る手続
（１）質問提出期限
令和8年2月10日（火）午後5時
（２）質問方法
「【様式５】質問票」に記入し、電子メールにより行うこと。　
　　　メールアドレス： soumu@city.sumida.lg.jp
（３）回答予定日
　　　令和8年２月17日（火）午後5時
（４）回答方法
特別な事情が認められる場合を除き、質問者全員に、質問に対する回答を行う。

９　参加申込書等の提出
（１）提出書類
ア　【様式１】参加申込書　　　　
イ　【様式２】事業者概要
ウ　【様式３】業務実績
エ　【様式４】反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書
（２）提出期限
　　　令和８年2月24日（火）午後５時（厳守）
（３）提出方法
　　　電子メールによる電子データ（Microsoft Office形式若しくはpdf形式）の送付

10　書類審査
応募資格等について書類による審査を行う。書類選考を通過した事業者には企画提案書及び経費見積書の提出について連絡を行う。

11　企画提案書、経費見積書の提出
（１）提出物
ア　【様式６】経費見積書
イ　企画提案書
（２）提出期限
　　令和8年2月27日（金）午後５時（厳守）
（３）提出方法
　　　電子データ（Microsoft Office形式若しくはpdf形式で提出すること。

12　経費見積書作成方法
【様式６】経費見積書に記載すること。作業項目、工数、単価は必ず記載すること。

13　企画提案書作成方法 
以下の全ての内容を記載した提案書を、Ａ４両面印刷で表紙・目次を除いた内容を２０ページ以内で作成し、提出すること。ただし、必要に応じて参考資料を添付することは可能とする。
（１）表紙
　　表紙に「件名」、「社名」、「住所」、「代表者名」、「担当者名」（所属、職、氏名）及び「連絡先」を記載すること。なお、表紙以外には社名やロゴ等を記載しないこと。
（２）会社概要
　　　情報セキュリティに対する取り組み内容・各種認証制度の取得内容について記載すること。
（３）基本的な考え方
　　　本実施要領の趣旨、背景、目的を踏まえ、提案者が区に対して行う業務の基本的な考え方や立場について記載すること。
（４）作業方針
　　　本業務を受託するに当たっての作業方針を記載すること。また、特に重視する点について、他自治体の事例、実績等を加味し、具体的に記載すること。
（５）作業内容・分担
　　　上記３の提案依頼内容（１）に沿って、提案者が主体となって行う作業と、区が行う作業に対し提案者が支援する作業の区別について記載した上で、時系列に沿って記載すること。
（６）作業スケジュール
　　　仕様書（案）項番６に示す調達スケジュールに沿って記載すること。
（７）成果物
　　　仕様書（案）項番5に示す成果物一覧に基づき、提案者が納品する成果物の名称及び成果物の内容について記載すること。
（８）リスク対策
　　　上記３の提案依頼内容（２）に沿って記載すること。
（９）実施体制
　　　監督者及び作業者の氏名、本業務における役割、役職、他自治体への構築支援業務やプロジェクトマネージメント支援等の実務経験、保有資格等について記載すること。
（10）導入実績
　　　提案者の他自治体における環境構築、計画策定支援業務等の導入実績について、実施期間、自治体名、件名、業務内容等を可能な範囲で記載すること。

１４　プロポーザル審査（実地プレゼンテーション）
（１）実施日時
令和８年３月１１日（水）午後１時３０分から（予定）。
なお、提案者ごとの開始時刻等の詳細は、参加申込書を提出した事業者に別途通知する。
（２）実施場所
墨田区役所　６階IT研修室（所在地：東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号）
（３）実施方法
ア　プレゼンテーションは、提出済みの企画提案書の内容に基づき、口頭による説明及び資料提示により実施するものとする。
イ　１社当たりの持ち時間は１５分以内とし、その範囲内で提案内容の説明を行うこと。
ウ　原則、契約締結後に業務責任者になる予定の者が説明を行うものとする。
エ　社名のわかる発言はせず、名札も着用しないこと。
オ　説明は、企画提案書の内容を逸脱する新たな提案を行わないこと。
（４）出席者
プレゼンテーション対象者１社につき３名以内とし、本業務の責任者は必ず出席すること。
（５）質疑応答
プレゼンテーション終了後、選定委員会が必要と認める時間内で質疑応答を行う。
（６）留意事項
ア　当日欠席した場合は、辞退したものとみなす。
イ　プレゼンテーション及び質疑応答の内容は審査の対象とし、別紙「評価基準書」に定める配点の範囲内で評価する。

15　選考方法
企画提案書及びプレゼンテーションについて、本区職員で組織する「選定委員会」において厳正な審査を行い、最優秀者１社を選定する。審査基準については「評価基準書」を参照すること。

16　選定結果の通知・公表
　　プロポーザル参加者に「採点結果通知書」を送付する。

17　契約締結に向けて
（１）契約の締結
　　選定委員会で選定された業務委託予定者は、企画提案書に基づき、本区と詳細な内容について協議を行った上で、墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規則第１１号）に基づき、予算の範囲内において契約を締結する。
（２）次順位者の繰上げ
　　業務委託予定者と契約を締結することができない事由が生じた場合は、総合点合計が次順位以下となった提案者のうち、総合点合計が上位であった者から順に本業務委託の交渉を行うこととする。

18　その他
（１）区は、今回の事業者選定の目的以外には応募書類等を使用しない。また、応募書類等は、区の所有物として区が保管し、参加者への返却は行わない。
（２）参加者及び参加予定者がプロポーザルに参加し、又は参加するための準備に要した費用は、参加者又は参加予定者が負担する。
（３）参加者が次の事項に該当した場合は、失格とする。
　　ア　実施要領に定める手続を遵守しない場合
　　イ　応募書類に虚偽の記載をした場合
　　ウ　審査の公平性に影響を与える行為があった場合

19　問合せ・提出先
墨田区総務部総務課デジタル規制改革・コンプライアンス推進担当
森田・石井
〒１３０－８６４０　東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号（墨田区役所８階）
電話：０３－５６０８－２８１８
メールアドレス：soumu@city.sumida.lg.jp
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